
 

６ 議案第３９号資料 

 
◇学校医等の公務災害補償制度について 

○学校保健安全法第２３条第１項及び第２項に基づき、学校には、学校医、学校歯科医、学校

薬剤師を置くこととされており、その身分は、地方公務員法における非常勤の特別職である。 

○一般の労働者に労働者災害補償保険制度が確立されているように、学校医等が公務上の災害

（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によ

って生じた損害を補償するため、『公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する法律』が制定されている。 

○法においては、その補償の範囲、金額及び支給方法等について、政令で定める基準に従って、

地方公共団体の条例で定めることとし、上尾市においても政令の基準に従って『上尾市立学

校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例』を制定している。 

●公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 [関係部分抜粋] 

 （目的）  
第一条 この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行

うことを目的とする。  

 （補償義務）  
第二条 地方公共団体は、その設置する学校（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校を

いう。）の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の公務上の災害（負傷、
疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなけ
ればならない。  

 （補償の種類）  
第三条 この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償（以下「補償」という。）

の種類は、次に掲げるものとする。  
一 療養補償（学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支

給）  
二 休業補償（次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務

その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償）  
三 傷病補償（学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償）  
四 障害補償（学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償）  
五 介護補償（学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における

補償）  
六 遺族補償（学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償）  
七 葬祭補償（学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償）  

 （補償の範囲、金額、支給方法等）  
第四条 前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基

準に従い、地方公共団体の条例で定める。  
２ 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法

律第百九十一号）の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医
師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師として
の業務に従事する者の公務上の災害に対し同法 により行われる同種の補償と、おおむね同程度のも
のとなるようにこれを定めなければならない。  



 

議案第３９号資料 ７ 

 
◇公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の 

基準を定める政令の一部改正（平成２４年３月２８日 官報 号外第７０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◇上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 新旧対照表 

改正後  （ 太字 改正部分） 改正前  （   改正部分） 

（介護補償） 

第７条の２ 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医

等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって教育委

員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状

態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対

して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものと

する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間に

ついては、介護補償は、行わない。 

(1) 病院又は診療所に入院している場合 

(2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定

する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所し

ている場合（同条第７項に規定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

(3) 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として教育

委員会が定めるものに入所している場合 

２ 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、１月につき、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護補償に係る障害（障害の程度に変更があった場合は、その月におけ

る最初の変更の前の障害。第３号において同じ。）が常時介護を要する程度

の障害として教育委員会規則で定めるものに該当する場合（次号において

「常時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日があるとき（次号に掲げるときを除く。） その

月における介護に要する費用として支出された額（その額が１０万４，２

９０円を超えるときは、１０万４，２９０円） 

(2) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を行うべき事

由が生じた月を除く。以下この号及び第４号において同じ。）に親族又はこ

れに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が５万６，６００円以下であるときに限る。） ５万

６，６００円 

（介護補償） 

第７条の２ 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医

等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって教育委

員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状

態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対

して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものと

する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間に

ついては、介護補償は、行わない。 

(1) 病院又は診療所に入院している場合 

(2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定

する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所し

ている場合（同条第６項に規定する生活介護（次号において「生活介護」

という。）を受けている場合に限る。） 

(3) 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として教育

委員会が定めるものに入所している場合 

２ 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、１月につき、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護補償に係る障害（障害の程度に変更があった場合は、その月におけ

る最初の変更の前の障害。第３号において同じ。）が常時介護を要する程度

の障害として教育委員会規則で定めるものに該当する場合（次号において

「常時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日があるとき（次号に掲げるときを除く。） その

月における介護に要する費用として支出された額（その額が１０万４，５

３０円を超えるときは、１０万４，５３０円） 

(2) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を行うべき事

由が生じた月を除く。以下この号及び第４号において同じ。）に親族又はこ

れに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が５万６，７２０円以下であるときに限る。） ５万

６，７２０円 



 

 

 
(3) 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として教育委員会規

則で定めるものに該当する場合（次号において「随時介護を要する場合」

という。）において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日

があるとき（次号に掲げるときを除く。） その月における介護に要する費

用として支出された額（その額が５万２，１５０円を超えるときは、５万

２，１５０円） 

(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者によ

る介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出され

た額が２万８，３００円以下であるときに限る。） ２万８，３００円 

(3) 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として教育委員会規

則で定めるものに該当する場合（次号において「随時介護を要する場合」

という。）において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日

があるとき（次号に掲げるときを除く。） その月における介護に要する費

用として支出された額（その額が５万２，２７０円を超えるときは、５万

２，２７０円） 

(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者によ

る介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出され

た額が２万８，３６０円以下であるときに限る。） ２万８，３６０円 

別表（第２条関係） 

補償基礎額表 

医師、歯科医
師又は薬剤師
としての経験
年数 

５年未満 
５年以上 
１０年未満 

１０年以上 
１５年未満 

１５年以上 
２０年未満 

２０年以上 
２５年未満 

２５年以上 

学校医及び学
校歯科医の補
償基礎額 

5,660 円  7,352 円  8,670 円  9,612 円  10,411 円  11,085 円  

学校薬剤師の
補償基礎額 

4,243 円  4,926 円  5,864 円  6,853 円  7,815 円  8,509 円  
 

別表（第２条関係） 

補償基礎額表 

医師、歯科医
師又は薬剤師
としての経験
年数 

５年未満 
５年以上 
１０年未満 

１０年以上 
１５年未満 

１５年以上 
２０年未満 

２０年以上 
２５年未満 

２５年以上 

学校医及び学
校歯科医の補
償基礎額 

5,943 円  7,720 円  9,400 円  10,653 円  11,538 円  12,285 円  

学校薬剤師の
補償基礎額 

4,455 円  5,340 円  6,358 円  7,430 円  8,473 円  9,255 円  
 


